
審査請求の流れ（概略図）　【受理した場合】

審
査
請
求
人

実
施
機
関
（
担
当
課
等
）

審
査
請
求
書

周防大島町情報公開審査会
諮
問
書
（
資
料
添
付
）

審
査
請
求
人

弁
明
書

諮問した旨の通知

答
申
書

実
施
機
関
（
担
当
課
等
）

審
査
請
求
人

裁
決
書
（
容
認
・
棄
却
）

審
査
請
求
人

弁
明
書
（
写
）

反
論
書
（
写
）

実
施
機
関

反
論
書

審議
（資料・弁明書・反

論書等による審議）

※�必要に応じて口頭

意見陳述の実施

答申書の作成

※１：�実施機関は、諮問書に資料（審査請求書の写し、公文書公開請求書の写し、公文書公開決定等通知書の写し、審査請求の対象となっ
た資料の写し、その他必要書類）を添付し、審査会へ提出する。

※２：審査会は、諮問があった日から起算して６０日以内に答申するよう努めなければならないことになっています。
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